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短期入所生活介護 重要事項説明書 

 

＜ 令和 6 年４月１日 現在 ＞ 

 

１． 当施設が提供するサービスについての相談窓口 

 

    電話   ０４５－３５３－３０８０（午前９時～午後６時） 

    担当   生活相談員  

      ご不明な点は、何でもお尋ね下さい。 

 

２．特別養護老人ホーム横濱かなざわ翔裕園の概要 

(１) 施設の名称・所在地 

事業者番号 1470802776 

事業所名 社会福祉法人 長寿村 横濱かなざわ翔裕園 

所在地 神奈川県横浜市金沢区町屋町１－１ 

   

(２) 施設の配置基準職員数 

施設長 1 名 

事務員 必要数 

生活相談員 2 名以上 

介護支援専門員 ２名以上 

看護師 ４名以上 

介護職員 ５４名以上（看護職含む） 

（管理）栄養士 1 名以上 

機能訓練指導員 1 名以上 

調理員 必要数（委託） 

嘱託医 必要数 

 

※併設、特別養護老人ホーム 定員１５０名の施設職員との合計 

 

(３) 施設の概要 

定員 １６０名（内 介護老人福祉施設１５０名） 

居室 個室 １０室（内 介護老人福祉施設１５０室） 

共同生活室 １６ユニット（内 介護老人

福祉施設１５ユニット） 

医務室 ５室 

特殊浴室 2 室   リハビリコーナー 1 室 

個浴浴室 １６室 
多目的ホール １室 

相談室 1 室 

 

３．サービス内容 

 ①食事      栄養バランスを考慮した、食事を提供いたします。 

 ②入浴      健康状態に合わせて、週２回以上の入浴を提供いたします。 

 ③介護      ケアプランに基づく、介護を提供いたします。 

 ④機能訓練    機能訓練指導員による指導のもと、機能訓練が受けられます。 



 ⑤生活相談    生活相談員が随時、相談をお受けいたします。 

 ⑥健康管理    毎日、看護職員による健康チェック及び、入所時のバイタル測定を 

          を行います。 

 ⑦理美容サービス ご希望に応じて訪問理美容に来園頂きます。 

 ⑧趣味活動など  希望により、各種クラブ活動やレクリエーションに参加できます。 

 ⑨その他     利用される方の自主性を尊重いたします。平穏な生活ができるよう 

          に自らが環境作りを創造していただき、各種のクラブ活動やレクリ 

          エーションを通じて生活の充実を図っていただきます。また、健康 

          管理には万全を図り、毎日の生活の中で楽しみにしている食事や他 

          者との交流を重点においています。 

 

４．利用料金 

（１）基本料金 

  ＜介護保険給付対象サービス＞ 

① 施設利用料（介護サービス費） 

 利用者の要介護度に応じた介護給付費のうち、利用者の自己負担分をお支払い頂きます。 

 

併設短期入所 

ユニット型個室 

１日あたりの 

自己負担分（1割） 

1 日あたりの 

自己負担分（2割） 

1 日あたりの 

自己負担分（3割） 

要支援１ ￥ 569 ￥ 1,138 ￥ 1,707 

要支援２ ￥ 707 ￥ 1,413 ￥ 2,119 

要介護度１ ￥ 758 \ 1,515 \ 2,272 

要介護度２ ￥ 832 \ 1,663 \ 2,494 

要介護度３ ￥ 914 \ 1,824 \ 2,736 

要介護度４ ￥ 988 \ 1,976 \ 2,964 

要介護度５ ￥ 1,062 \ 2,124 \ 3,186 

 

＊上記料金の他、個別に対応する加算料金がかかります。 

 （【契約書別紙】参照）               

 

（２）その他の料金 

   ＜介護保険給付対象外サービス＞ 

② 滞在費 室料及び光熱水費相当額をお支払い頂きます。 

    

③ 食費  食事の提供に要する費用（食材料費及び調理費）をお支払い頂きます。 

 

②滞在費 及び ③食費                                  

１日あたり 

②滞在費 ③食費 

ユニット型個室  

通常料金 （第４段階） \2,006 \1,445 

負担限度額 

第１段階 \820 \300 

第２段階 \820 \600 

第３段階① ￥1,310 \1,000 

第３段階② ￥1,310 \1,300 

 

 



＊上記の負担限度額（第 1 段階から第 3 段階の方）は、負担額の軽減制度（補足給付）

による、減額認定証をお持ちの場合に適用される、各段階に応じた滞在費及び食費の金

額となります。 

④ 理美容費 実費 

⑤ その他  上記の他、レクリエーション費用、買い物費用、嗜好品などはその実費 

について自己負担となります。 

 

５．キャンセル料 

 

① 入所日の前日午後 5時までにご連絡いただいた場合 無料 

② 入所日の前日午後 5時までにご連絡いただかなかった場合 １日の利用料の１０％ 

 

６．利用中の中止 

  利用途中にサービスを中止して退所する場合、退所日までの日数を基に計算します。 

  ※以下の場合には、利用途中でもサービスを中止する場合があります。 

   ・利用者が途中退所を希望した場合 

   ・入所日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合 

・利用途中に体調が悪くなった場合、短期入所生活介護の継続が困難になった場合 

・利用者が当施設、当施設の職員、又は他の利用者等に対して安全配慮義務の観点から 

 窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷、わいせつ行為（ハラスメント全般） 

 その他の利用継続が困難となる程度の背信行為、又は社会的行為を行った場合 

  

７．支払方法 

   短期入所生活介護の終了後、請求書をお渡しいたしますので、振込または口座振替にて

お支払い下さい。お支払いいただきますと入金確認後に領収書を発行します。 

 

８．サービス利用方法 

 （１）サービスの利用申込 

    ・介護支援専門員より電話にてお申込下さい。 

    ・ご利用期間決定の後、契約を結びます。なお、ご利用の予約は２ヶ月前からできま

す。 

     ※居宅サービス計画の作成を依頼している場合、事前に介護支援専門員とご相談く

ださい。 

 

 （２）サービス利用契約の終了 

    ①利用者のご都合でサービス利用契約を終了する場合 

     実際に短期入所生活介護をご利用中でなければ、文書でのお申し出により、いつで

も解約できます。この場合、その後の予定は無効となります。 

    ②自動終了 

     以下の場合は、双方の通知がなくても自動的に契約を終了し、予約は無効となりま

す。 

     ・利用者が介護保険施設等に入所した場合 

     ・利用者が亡くなられたとき、または被保険者資格を喪失されたとき 

 ・要介護認定区分が、非該当（自立）と認定された場合 

③その他 

     ・利用者が、サービス利用料金の支払いを３ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催

告したにもかかわらず、１０日以内に支払われない場合。 



・利用者が当施設、当施設の職員、又は他の利用者等に対して安全配慮義務の観点 

から窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷、わいせつ行為（ハラスメント全般） 

その他の利用継続が困難となる程度の背信行為、又は社会的行為を行った場合 

 

   ・やむを得ない事情により、施設を閉鎖もしくは縮小する場合は、３０日前で通知する 

ことにより、サービス利用契約を終了させていただくことがあります。尚、この場合、 

予約は無効となります。 

 

９．当施設のサービスの特徴 

 (１)運営の方針 

  【基本理念（介護ミッション）】 

    「家族主義」と「現場主義」をモットーに、地域から世界に広がる感動介護を実現し、

すべての人が元気に笑顔で楽しく「共に生きる」社会を実現しよう。 

  【感動介護憲章】 

    ＜ご利用者の生活の質の向上＞ 

      私たちは、ご利用者一人ひとりのニーズと意思を尊重し、「可能性の実現」と「生

活の質の向上」に努めます。 

    ＜公平・公正な施設運営の遵守＞ 

      私たちは、「ご利用者の生活と人権を擁護」するため、自己点検を強化し、公平・

公正な開かれた施設運営に努めます。 

    ＜従業者の資質・専門性の向上＞ 

      私たちは、常に誠意を持って「質の高いサービス」が提供できるよう、自己研鑚

に励み、専門性の向上に努めます。 

    ＜地域密着での活動＞ 

      私たちは、地域の一員として、地域福祉の向上と豊かなコミュニティをつくり、

「地域社会の発展」に努めます。 

    ＜国際的視野での活動＞ 

      私たちは、諸外国との交流を促進し、国際的視野に立ち、相互理解を深め、「社

会福祉の進展」に努めます。 

 

 （２）サービスの利用のために 

事 項 有無 備 考 

従業員への研修の実施 有  

サービスマニュアルの作成 有  

身体拘束廃止マニュアルの作成 有  

第三者評価の実施および開示 無 評価機関：  

受審日：  

利用変更・追加の申込方法 有 電話連絡 

その他   

 

（３）施設利用にあたっての留意点 

・面会          面会時間９：００～２０：００ 受付にてご登録下さい。 

・飲酒          個別にご相談させていただきます。 

・喫煙          原則禁止ですが、個別にご相談させていただきます。 

・備えている設備      来客用駐車場等 

・宗教活動        特に制限はございません。（但し、勧誘等はできません。） 



・金銭・貴重品の管理等  必要に応じて事務所にて保管させていただきます。 

   ・その他 

 

 

10．緊急時および事故発生時の対応 

   ①緊急時の対応 

利用者に容体の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な措置を講ずるほか、

家族の方等に速やかに連絡いたします。 

   ②事故発生時の対応 

（１） 利用者に対するサービス提供により、事故が発生した場合は、速やかに利用

者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

（２） 事故防止のため、委員会等において転倒、転落、誤飲、誤嚥などについて、    

具体的な事故防止の対策を関係職員に周知するとともに、事故が発生した際

にはその原因を解明し、対策を講じます。 

（３） 利用者に対するサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害

賠償を速やかに行います。但し利用者の責に起因した事故の場合はその範囲

ではありません。 

      

11．非常災害対策 

   ・防災時の対応   消防計画に沿った、避難誘導を行います。 

   ・防災設備     関係法令に従って必要な設備を整えています。 

   ・防災訓練     毎月１回以上の訓練を実施しております。 

   ・防火管理者    施設長 

 

12．サービス内容に関する相談・苦情 

①  当施設入居者相談・苦情担当 

担当  生活相談員  電話 ０４５－３５３－３０８０ 

当施設以外に、市区町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。 

 

② 横浜市金沢区高齢・障害支援課 

 所在地：神奈川県横浜市金沢区泥亀二丁目９番１号 

  電話：０４５－７８８－７８６８ 

 

③  横浜市泥亀地域ケアプラザ            

所在地：神奈川県横浜市金沢区泥亀一丁目２１番５号（いきいきセンター金沢） 

電話：０４５－７８２－２９５１         

 

④ 横浜市健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課 

所在地：神奈川県横浜市中区本町六丁目５０番地の１０ 

電話：０４５－６７１－２３５６           

 

⑤ 神奈川県国民健康保険団体連合会 介護保険課介護苦情係 

所在地：神奈川県横浜市西区楠町２７番地１ 

電話：０４５－３２９－３４４７ 

  円滑かつ迅速に苦情解決を行うための処理体制、手順は次のとおりとします。 

  ①苦情があった場合、苦情受付・経過記録書に記載します。 

  ②苦情について事実確認を行います。 



  ③苦情の対処について、関係者と協議し、管理者へ報告し、指示を受けます。 

  ④苦情の改善等について、入居者及び関係者へ報告します。 

  ⑤苦情解決についての結果等を苦情受付・経過記録書に記載します。 

  ⑥苦情解決は早急に行います。 

１3．当法人の概要 

名称・法人種別   社会福祉法人  長寿村 

代表者役職・氏名  理事長 神成 裕介 

本部所在地     東京都足立区入谷九丁目 15 番 18 号 

電話番号      03-3855-6363 

 

定款の目的に定めた事業 

1） 第一種社会福祉事業 

1 特別養護老人ホーム 

2 養護老人ホーム 

3 軽費老人ホーム 

2） 第二種社会福祉事業 

1 老人短期入所事業 

2 老人デイサービスセンター 

3 認知症対応型老人共同生活援助 

4 老人居宅介護等事業 

5 看護小規模多機能型居宅介護 

3） 公益事業 

1 介護老人保健施設 

2 通所リハビリテーション 

3 居宅介護支援事業 

4 地域包括支援センター 

5 訪問看護 

6 サービス付高齢者向け住宅事業 

4） 収益事業 

1 不動産賃貸業 

 

施設拠点等 

1. 特別養護老人ホーム・・・・・・・・・  4 か所 

2. 養護老人ホーム・・・・・・・・・・・  1 か所 

3. 軽費老人ホーム・・・・・・・・・・・  1 か所 

4. 短期入所生活介護・・・・・・・・・・  4 か所 

5. 通所介護・・・・・・・・・・・・・・  2 か所 

6. 認知症対応型通所介護・・・・・・・・  ４か所 

7. 認知症対応型老人共同生活援助・・・・  5 か所 

8. 訪問介護事業・・・・・・・・・・・・  1 か所 

9. 夜間対応型訪問介護事業・・・・・・・  1 か所 

10. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業  1 か所 

11. 看護小規模多機能型居宅介護・・・・・  3 か所 

12. 介護老人保健施設・・・・・・・・・・  1 か所 

13. 通所リハビリテーション・・・・・・・  1 か所 

14. 居宅介護支援事業所・・・・・・・・・  4 か所 

15. 地域包括支援センター・・・・・・・・  1 か所 



16. 訪問看護事業所・・・・・・・・・・・  1 か所 

17. サービス付き高齢者向け住宅事業・・・  1 か所 

18. 不動産賃貸業・・・・・・・・・・・・  1 か所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------ 契約をする場合は以下の確認をすること --------------- 

 

 

  短期入所生活介護の提供開始にあたり、契約書および本書面に基づいて重要な事項を説明

しました。 

 

 

事業者 

     所在地 神奈川県横浜市金沢区町屋町１－１ 

     名 称 社会福祉法人 長寿村 横濱かなざわ翔裕園  印 

 

 

            説明者 所 属  

    

                氏 名                     印 

 

 

私は、契約書および本書面により、事業者から短期入所生活介護についての重要事項の説明

を受けました。 

 

令和   年   月   日 

 

 

          利用者 住 所 

 

              氏 名                      印 

 

 

          保証人 住 所                     

 

              氏 名                      印 



 


